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 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及び東京電力株式会社福島第一

原子力発電所事故により、全町避難を余儀なくされてからすでに 15年以上が経

過いたしました。 

 

 このような中、平成 29年 9月に「双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画」

の認定を受け、同計画に基づき、特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目指し、

放射線量の低減、インフラ復旧や生活環境の整備などの取組を進め、令和 4年 8

月 30日午前 0時をもって特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され、町への

帰還が可能となりました。 

 

 それに伴いまして、同区域や旧避難指示解除準備区域で居住し、生活を始める

皆さまへお役立ていただけるよう「ふたば暮らしのしおり」を作成いたしました

ので、ご活用いただければ幸いです。 

 

 また、令和 5年 9月に「双葉町特定帰還居住区域復興再生計画」の認定を受け

た区域の一部で立入規制の緩和が実施されるとともに、生活圏の除染や家屋解

体が進んでおります。 

 今後、認定区域等のインフラ復旧や生活環境整備などの事業を進めるととも

に、その状況に合わせて、このしおりを改訂してまいります。 

 

 一方、いまだ多くの町民の皆さまが暮らしていた地域が帰還困難区域として

残されておりますので、町としましては引き続き、帰還困難区域の必要な除染と

帰還へ向けた取組を国に強く要望してまいります。 

 

令和 8年 4月 

双葉町 

 

 

 

 

このしおりで「双葉町」または「町内」と表

記がある場所は、旧特定復興再生拠点区域及

び旧避難指示解除準備区域を対象としていま

す。 

注 意 
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   双葉町内に住民登録（住民票）がある方が帰町される場合には、「避難先変更届」ま

たは「転居届」の手続きが必要です。 

   また、他の市区町村から双葉町内に住民票を移すためには、転入後 14

日以内に「転入届」の届け出が必要です。 

   なお、手続きの際には、本人確認書類（運転免許証等）の提示をお願

いします。 

   詳細は、担当窓口までご相談ください。 

 

 

 

 

 

   犬を飼っている方が町内にお住まいになる際には、「登録事項変更届」が必要です。 

   また、町内で新たに犬を飼う際にも届け出が必要です。 

   飼い犬の登録は、居住している市町村に届け出ることになっています。飼い主の住所

が双葉町にない場合でも、双葉町内で飼育する場合には双葉町に届け出するようにして

ください。 

   なお、令和 4年 6 月 1 日以降に、新たにブリーダーやペットショ

ップから購入された犬・猫には、マイクロチップの装着が義務

付けられております。 

   マイクロチップを装着された犬・猫を伴って町内に引っ越し

てこられる場合には、登録事項（住所）の変更の届け出が必要とな

りますので御留意ください。 

   詳細は、担当窓口までご相談ください。 

 

 

（１）帰町・転入される方の手続き 

【担当窓口】 

  戸籍税務課 0240-33-0132（受付時間：平日 8:30-17:15） 

（２）ペットを飼っている方 

【担当窓口】 

  住民生活課 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   電気の使用を希望される方は、個別に東北電力等の小売電気事業者にお

申し込みください。 

   なお、電気の使用に当たっては、以下の点に注意してください。 

  〇 プラグにごみやほこりがたまっている場合には、コンセントか

ら抜き、乾いた布で拭いてから使用してください。 

  〇 電気製品のコンセントやコードが破損している場合や、雨水が

侵入している場合には、漏電火災の恐れがありますので使用し

ないでください。 

  〇 電気製品は、安定した場所で使用してください。 

 

 
 

 

 一部地域を除き使用可能です。ご自宅が使用可能な地域であるかどうか

は、双葉地方水道企業団へお問い合わせください。 

 上水道の使用を希望される方は、双葉地方水道企業団に事前立会い日程

等を必ずご相談ください。営業時間外及び連絡当日の立ち合いは行いませ

んのでご了承ください。 

   双葉地方水道企業団では、水道水の放射性物質検査を毎日実施しており、飲用に適し

ていることを確認しております。 

    

 

 

 

（３）電気の申し込み 

【お問い合わせ先】※ 参考までに東北電力の連絡先を記載します。 

  東北電力お客様センター 

   電話 0120-066-774（受付時間：平日 9:00-17:00） 

  ※停電等の緊急時対応ダイヤル 

   電話 0120-175-366（受付時間：24時間） 

（４）上水道 

【お問い合わせ先】 

  双葉地方水道企業団 総務課営業係 

  電話 0240-25-5323（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   長期間未使用の井戸は、井戸と蛇口の間に残っていた水の水質が

悪化し、飲み水に適さない場合があります。 

   水が濁っている場合は、濁りがなくなるまで水を流し続けてくだ 

さい。 

   水が濁っていない場合も、バケツ１杯分程度は水を流し続けてく 

ださい。 

   上記の対応をした後でも、水の濁りや臭い等が気になる場合は、井戸の中にたまった

古い水が排出しきれていない可能性がありますので、さらに時間をかけて古い水を流し

出してください。 

   それでもきれいな水にならない場合は、井戸内部が汚れていたり破損したりしている

可能性がありますので、井戸内部の掃除や、点検等をしてください。 

   また、井戸水を飲料水として利用する場合、年１回の水質検査が推奨されています。 

   井戸の水質に関する相談は、福島県相双保健福祉事務所までお問い合わせください。 

   ※保健所では水質検査を実施しておりません。水質検査をご希望の場合には、民間の

水質検査機関等をご利用ください。 

 

 

 

 

 

   下水道供用区域内で上水道の使用の申し込みをされた方は、その時点で下水道も使用

再開されますので、下水道使用再開にあたっての事前申し込み等は不要です。 

   使用料については、避難指示解除の日から２年を経過した年度末まで(令和４年８月

３０日解除の場合、令和７年３月３１まで)は、使用水量が累積 10㎥以上になった時の

検針月ごとに請求いたします。 

   ※宅内の排水設備等に不具合が生じた場合、使用者ご本人さまのご負担により修繕を

行っていただくことになります。 

 

 

（５）井戸水の使用について 

【水質に関する相談先】 

  福島県相双保健福祉事務所 衛生推進課 環境衛生チーム 

  電話 0244-26-1363（受付時間：平日 8:30-17:15） 

（６）下水道 

【担当窓口】 

  建設課 電話 0240-33-0129（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   合併浄化槽の状態を確認したうえでご使用ください。 

   また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換については、費用の補助制度があ

りますので、担当窓口までご相談ください 

   ※被災による合併浄化槽の新設も対象となります。  

 

 

 

   町内でＬＰガスをご使用される際は、ＬＰガス設備等の安全確認

を行ってください。 

   使用再開を希望される方は、取引されていた販売店等にお問い合

わせください。取引されていた販売店等と連絡が取れない場合に

は、福島県ＬＰガス協会相双支部へお問い合わせください。 

 

 

 

   双葉地方広域市町村圏組合による家庭ごみの収集・運搬が再開されています。6ペー

ジをあらかじめご確認いただき、指定のごみ袋（有料）を使用してごみ出しをしていた

だきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

（７）合併浄化槽 

【担当窓口】 

  建設課 電話 0240-33-0129（受付時間：平日 8:30-17:15） 

（８）ガス 

【お問い合わせ先】 

  福島県ＬＰガス協会 相双支部 

  電話 0244-22-1141（受付時間：平日 9:00-17:00） 

（９）ごみ 

【お問い合わせ先】 

  双葉地方広域市町村圏組合 

  電話 0240-22-3333（受付時間：平日 8:30-17:15） 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 



 

- 5 - 

 

 

近年、リチウムイオン電池等の小型充電式電池が原因で、火災事故が全国的に多発し

ております。火災事故を防ぐため、令和 8年 1月より小型充電式電池回収ボックスを設

置し、回収を開始しております。 

 

１ 回収場所 

 ・双葉町役場 住民生活課 (双葉町大字長塚字町西 73－4) 

 ・北部衛生センター  (浪江町大字室原字於喜津 4－1) 

 ・南部衛生センター (楢葉町大字上繁岡字山神 160－2) 

 

２ 受付時間 

 ・双葉町役場 住民生活課：月曜日から金曜日 8：30～17：15まで 

 ・北部衛生センター：月曜日から金曜日 8:30～11:30、13:00～16:15 まで 

 ・南部衛生センター：月曜日から金曜日 8:30～11:30、13:00～16:15 まで 

  ※祝日・年末年始を除く 

 

（10）小型充電式電池回収ボックス設置について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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 テレビについては、デジサポ福島が、国の事業として、原子力災害被

災地域に帰還され、地上デジタルテレビ放送（地デジ）が受信できてい

ない世帯に様々な支援を行っております。地デジが良好に受信できない

時には、デジサポ福島にお気軽にご相談ください。 

 電話・インターネットについては、利用を希望される場合には、ＮＴ

Ｔ東日本等の電気通信事業者へ事前にお申し込みください。 

 

 

 
 

 

 

   町内では、以下のガソリンスタンドで給油が可能です。 

店名 住所 電話番号 営業日 

コスモ石油双葉伊達

屋 SS／（株）伊達屋 
長塚字町東 66-1 0240-33-2212 

8:00-17:30（平日・祝日） 

【店休日】 

土曜日・日曜日 

※灯油のお取り扱いはありません 

出光 双葉給油所／

田中合名会社 

新山字久保前

35-1 
0240-33-2025 

7:00-16:30（平日・土曜日） 

【店休日】 

第 2・第 4土曜日 

日曜日・祝日 

 

 

（11）テレビ・電話・インターネット 

【お問い合わせ先】 

 〇 テレビ 

  デジサポ福島 

  電話 022-393-9779（受付時間：平日 9:00-16:00）※土日祝除く 
 
 〇 電話・インターネット 

  ＮＴＴ東日本 相談・お申し込みダイヤル 

  電話 0120-116-116（受付時間：9:00-17:00） 

（12）ガソリン・灯油 
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   双葉町内で災害が発生した場合や発生する恐れがある場合には、自主的な避難や避難

指示などの発令に備えて、その危険から逃れるため、一時避難場所

として双葉町役場（大字長塚字町西７３番地）を開放します。 

   双葉町災害対策本部の指示等に従い避難をお願いいたします。 

 

 

 

 

   戸別受信機とは、防災行政無線の屋外スピーカーから流れる災害時の避難情報や行

政情報などの放送を家の中でも聞くことができる受信機です。 

   

〇 対象者 

・双葉町内に居住している世帯の世帯主 

・双葉町内に存する学校、病院、福祉施設、店舗及び事務所、その他の事業所の長  

 

  〇 貸出台数 

・ 台 数：１台 

   ・貸出期間：双葉町内に居住している期間 

・ 費 用 ：無償(設置費も含む) 

※電気料金及び内蔵電池は各自ご負担ください。 

 

  注意事項 

1. アパート等の賃貸住宅に居住している方が申請される場合には、貸主にアンテナ

等の設置の可否を必ず確認してください。 

2. 賃貸住宅に戸別受信機やアンテナを設置した場合、賃貸住宅の退去時には、自己負

担で撤去をお願いいたします。 

 

（13）災害が発生した時 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 

（14）防災行政無線の戸別受信機貸し出しについて 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   万が一けがをした時や気分が悪くなった時などは、福島相双復興推 

進機構のホームページ「医療機関の診察実施状況」をご参照ください。 

   なお、双葉地方広域市町村圏組合消防本部では、病院紹介業務も 

行っておりますので、救急で病院をお探しの場合にはご活用ください。 

 

   また、双葉町内におきましては、令和 5年 2月にＪＲ双葉駅西側(駅西地区)に双葉町

診療所を開所しております。 

 

 【双葉町診療所】 

  診療科目：内科   

診療時間：午前 9時～正午、午後 1時～午後 3時 30分 

  受付時間：午前 8時 50 分～午前 11時、午後 1時～午後 3時 

 
月 火 水 木 金 

土・日・祝日 

・年末年始(12/30-1/3) 

9：00 

～ 

12；00 

※１ 

重富 秀一 

白𡈽 

正人 

※２ 

森谷 千尋 

小早川 

義貴 

草野 

良郎 
休診 

13：00 

～ 

15：30 

※１ 

重富 秀一 

白𡈽 

正人 

※２ 

森谷 千尋 

※３ 

山下 匠 

草野 

良郎 
休診 

  ※１ 第３月曜日のみ診療 

※２ 第１水曜日、第３水曜日のみ診療 

  ※３ 最終木曜日の午後のみ診療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）医療・救急 

【お問い合わせ先】 

  双葉地方広域市町村圏組合消防本部 通信指令係 電話 0240-25-8561 

【担当窓口】 

  健康福祉課 電話 0240—33—0131 (受付時間：平日 8:30 — 17:15) 
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   住宅地周辺で、イノシシやクマ・サルなどの野生動物を見かけた際は、威嚇する、驚

かせるなどの、不用意に刺激を与えるようなことは決してしないでください。 

   イノシシなどに遭遇した場合には、背中を向けずゆっくりと後退し、静かにその場か

ら立ち去ってください。立ち去ることが難しい場合には、安全な場所でイノシシなどが

立ち去るまでやり過ごしてください。 

   もし、町内でクマの痕跡を発見した場合や遭遇した場合には、警察や担当窓口までご

連絡ください。 

   なお、野生動物を近くに呼び寄せないためにも、エサを与えたり、エ

サになるものを屋外に出したままにしたりしないように注意してく

ださい。 

   また、宅地等のカキやクリなどの放置果実をそのままにしてお

くと野生動物が集まってきますので摘果するなどの対応をお願い

します。 

   生活ごみなど、ごみ収集日の前夜から集積所にごみを出さないようにするなどの取組

により被害を抑制できる場合もあります。 

 

 

 

   住宅用火災警報器は、火災により発生する煙などを感知

し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてく

れる機器です。 

   東日本大震災以降の平成 23年 6月 1日からは、既存住宅

への設置も義務化されておりますので、居住を再開された

町内のご自宅が未設置の場合には設置をお願いいたしま

す。 

   設置場所については、寝室及び階段上部への設置が原則

義務とされており、それ以外にも、台所等火災発生の可能性が高い場所への設置が推奨

されています。 

  

（16）イノシシ、クマなどの野生動物について 

【担当窓口】 

  農業振興課 電話 0240-33-0128 (受付時間 :平日 8:30-17:15) 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 

  ※身の危険を感じたら 110番、又は、双葉警察署浪江分庁舎（0240-34-2141）へ 

（17）住宅用火災警報器の設置について 

【お問い合わせ先】 

  浪江消防署 電話 0240-34-7360 
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   町では、長崎大学と連携し、福島医大の協力を得て、放射

線リスクコミュニケーション相談窓口を健康福祉課内に開

設しており、専門の先生にも定期的に駐在いただいていま

す。 

   放射線に関する疑問や不安、お悩みをお持ちの方は、お気

軽にご相談ください。 

    

 

 

 

 

 

   ご希望に応じ、自家消費野菜等の放射性物質の簡易検査を行います。 

   なお、検査には事前申し込みが必要ですので、検査をご希望の場合には担当窓口まで

ご連絡ください。 

  ■ 検査実施場所 双葉町役場本庁舎、いわき支所、郡山支所 

  ■ 検査実施時間 平日午前 9時から午後 5時まで(ただし、受付は午後 4時まで) 

  ■ 検査対象品目 

   （１）双葉町及び県内の避難先の家庭菜園等で栽培された自家消費用の野菜(出 

荷・販売されているものを除く)  

   （２）飲料水（水道水、販売されているものを除く） 

     ※出荷・摂取制限を受けている食品は検査対象外です。 

 

 

 

（１）放射線リスクコミュニケーション相談窓口 

【担当窓口】 

  健康福祉課 電話 0240-33-0131（受付時間：平日 8:30-17:15） 

（２）食品等の放射性物質検査 

【担当窓口】 

  農業振興課 電話 0240-33-0128（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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 ○ 放射線測定器の貸し出し 

  屋内や敷地周りまたは物品の放射線量を測定したい方に、放射線測定器を貸し出してい

ます。 

機器名 放射線測定器(ラディ) 放射線測定器(アララサーベイ) 

用途 空間線量率の測定 物品等の表面線量の測定 

外観 

 
 

 

 

 ○ 個人積算線量計の貸し出し 

  町内での生活等における外部被ばく線量をご自身で把握できるよう、個人積算線量計を

貸し出しています。 

機器名 個人積算線量計(Ｄシャトル) 

用途 生活の中における外部被ばく積算線量を測定 

外観 

 

 

 

 

 

（３）放射線測定器・個人積算線量計の貸し出し 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   除染が実施された土地などからの放射線が気になる方は、線量測定を行いますので、

希望される場合は以下の窓口までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 ― Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ ― 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                     

（４）放射線の線量測定調査について 

【お問い合わせ先】 

  環境省 福島地方環境事務所 県中・県南支所富岡分室 

  電話 0240-23-7780（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   町では、長期間にわたり維持管理ができず、汚損等の被害が生じた避難指示解除区域

に所在する住宅の清掃に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金（住宅清掃費補助金）

を交付しております。 

   補助を希望される場合には、必要書類を添付のうえ、担当窓口まで申請してください。 

 

  １ 補助対象者 

   ・平成 23年 3月 11日に双葉町内に居住していた方で、居住していた住宅を清掃業者

に依頼して清掃し、再び当該住宅に居住しようとする方 

   ・町税等の滞納がない方 

 

  ２ 対象となる住宅 

   避難指示が解除された区域に所在する住宅 

   ※公営住宅、民間等の賃貸住宅及び解体予定の住宅は対象外です。 

 

  ３ 補助対象経費 

   清掃業者に依頼して行う清掃に係る費用 

   ※クロスの張替え等修繕に該当する費用は対象外です。 

   ※清掃用具を購入し、自ら行う清掃は対象外です。 

   ※清掃と同時に実施した改修、修繕、補修等がある場合は、清

掃に係る分に限り補助対象経費とします。 

 

  ４ 補助対象額 

   上限 30万円（千円未満切捨て） 

   ※補助金の交付は１住宅１回限りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）住宅の清掃について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   被災者生活再建支援制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤

に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。 

   申請する場合には、担当窓口までお問い合わせください。 

   ※以下は東日本大震災でり災した双葉町内の住宅向けの内容です。 

 

  １ 対象世帯 

   ・住宅が自然災害により「全壊」または「大規模半壊」した世帯 

   ・住宅が自然災害により「半壊し、やむを得ず解体を行った」世帯 

   ※全壊、大規模半壊、半壊は、り災証明書の被害判定により確認しますので、事前に

戸籍税務課の家屋被害認定調査を受ける必要があります。 

 

  ２ 支援金の支給額 

   基礎支援金（住宅の被害程度に応じて支給する支援金） 

 

 

 

 

   加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給する支援金） 

 

 

 

 

  ３ 支援金の申請手続き 

   申請窓口：双葉町いわき支所 住民生活課 

   申請に必要な書類 

   （１）基礎支援金①被災者生活再建支援金支給申請書②り災証明書 

           ③解体証明書交付申請書④住民票⑤預金通帳の写し 

   （２）加算支援金 再建に係る契約書の写し 

 

  ４ 申請期限 個別に担当窓口までお問い合わせください 

 

 

 

住宅の被害程度 全壊 半壊解体 大規模半壊 

支給金額 
複数世帯 100万円 100万円 50万円 

単数世帯 75万円 75万円 37.5万円 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借 

支給金額 
複数世帯 200万円 100万円 50万円 

単数世帯 150万円 75万円 37.5万円 

（２）被災者生活再建支援制度について 

【担当窓口】 

いわき支所 住民生活課 電話 0246-84-5200（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   町では、東日本大震災により避難されている町民が、町内に帰還するために住宅を取

得・修繕する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金（帰還促進住宅支援事業

補助金）を交付します。 

   補助金の申請を希望される場合には、担当窓口までお問い合わせください。 

 

  １ 補助対象者 

   ・平成 23年 3月 11 日に双葉町内に住民票を有していた方 

   ・町税等の滞納がない方 

   ・双葉町に帰還される方（二地域居住は除く） 

 

  ２ 補助対象住宅 

   令和２年３月４日以降に契約した住宅 

 

  ３ 補助対象経費 

   土地取得費、外構工事費等を除く経費 

 

  ４ 補助金額 

   (1) 新築取得 定額上限額 800万円 

   (2) 中古取得 補助率 1/2 上限額 300万円 

   (3) 住宅修繕 補助率 1/2 上限額 300万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）住宅の新築・修繕等について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 



 

- 17 - 

 

 

   東日本大震災時、町内に居住していた方が、避難先住宅等から町内のご自宅等に引っ

越しされた場合の費用に対し補助金（ふるさと帰還等支援事業補助金）を交付いたしま

す。 
   ※町外間での引っ越しや、二地域居住の方は対象外です。 

    

   ※自宅等とは、平成 23 年 3 月 11 日時点において現に居住していた双葉町内の住宅、双葉町内への移転に伴い新た

に建設、購入又は賃借する住宅、災害公営住宅等をいいます。 

 

  １ 補助対象者 

   ・平成 23年 3月 11 日時点で双葉町内に居住していた方 

   ・事業年度内までに避難先住宅等から町内の自宅等への移転が完了している方 

   ・他の事業による移転費用の補助を受けていない方 

   ・町税等の滞納がない方 

 

  ２ 補助対象経費 

   ・家財道具の運搬のため引越業者又は作業を依頼した者等に支払った費用、利用した

車両等の賃借料、利用した車両の燃料費、購入した消耗品費 

   ・移転先までの移動にかかる交通費、燃料代 

   ・不要となった家財道具の処分にかかる手数料 

   ・電話の移転手続きにかかる費用 

 

  ３ 補助金額 

避難先住宅等所在地 
補助金額 

複数世帯 単身世帯 

県内 100,000円 80,000円 

県外 150,000円 100,000円 
      備考（１）避難先住宅等所在地は、町内のご自宅等へ移転する直前に入居していた避難先住宅 

           等の所在地をいいます。 

        （２）複数世帯と単身世帯の区別は、町内のご自宅等へ移転する直前に入居していた避難 

           先住宅等から町内のご自宅等への移転が完了した人数によるものとします。 

 

 

 

 

（４）引越費用について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   町内への居住を希望する方々に住居や宅地等を利活用していただくため、空き家・空

き地バンクを設置しております。 

   所有している空き家・空き地の利活用を検討中の方、双葉町内への居住を検討されて

いる方は、一般社団法人ふたばプロジェクトまでご相談ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）空き家・空き地バンクについて 

【お問い合わせ先】 

  一般社団法人ふたばプロジェクト 

  電話 0240-23-7637（受付時間：平日 9:00-17:15） 
 
  空き家・空き地バンク専用 

  電話 090-1404-3362（受付時間：平日 9:00-17:15） 
 
  空き家・空き地バンク 

  https://futaba-pj.or.jp/landbank/ 

【担当窓口】 

  復興推進課 電話 0240-33-0127（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   乳幼児の乗車時の安全確保と着用義務の徹底を図り、交通安全の推進と交通事故防止

に寄与するため、乳幼児のために購入設置した幼児用補助装置（チャイルドシート等）

の経費の一部を補助しています。 

   補助金の申請を希望される場合には、担当窓口までご相談ください。 

 

  １ 補助対象者 

   ・双葉町に住民登録している方 

   ・町税等を滞納していない方 

   ・チャイルドシート等の購入時に以下の(1)～(3)のいずれかに該当する方 

    (1) 満 6歳未満の乳幼児を養育している保護者 

    (2) 母子健康手帳の交付を受けている方（妊娠中の方に限る。） 

    (3) (2)の配偶者 

 

  ２ 補助対象経費 

    新品のチャイルドシート等(※)を購入した場合の経費 

    ※ 中古品又は個人売買によるものは対象外 

    ※ 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 3 章及びこれに基づく命令の規定

に適合し、かつ、乳幼児の発育の程度に応じた形状を有するものであること 

 

  ３ 補助金の額 

    購入価格の 1/2（上限１万円、100円未満切り捨て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）チャイルドシート等購入補助について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   各家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化による有効利用に寄与するため、

生ごみを自家処理するため家庭用生ごみ処理機又は生ごみ処理容器（以下「生ごみ処理

機等」）を購入、設置した経費に対し、購入費の一部を補助しています。 

   補助金の申請を希望される場合には、担当窓口までご相談ください。 

 

  １ 補助対象者 

    ・双葉町に住民登録している方 

    ・町税等を滞納していない方 

    ・生ごみ処理機等を購入した方 

 

  ２ 補助対象経費 

    新品の生ごみ処理機等を購入した経費 

 

  ３ 補助金の額等 

機種 数量 補助率 補助上限額 耐用年数 摘要 

家庭用生ごみ処理機 １基 
購入価格の

1/2 

30,000円 6年 
購入価格の1/2から

100 円未満の端数を

切り捨てた額を補

助金額とする。 
生ごみ処理容器 ２基以内 10,000円 2年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）生ごみ処理機等購入補助について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   町では、町民等が自ら行う町内の住環境の整備及び美化活動を支援することで、景

観の維持や帰還・移住意欲の高揚を図ることを目的に、除草剤を配布します。 

 

  １ 配布対象者 

   ・平成２３年３月１１日現在で双葉町に居住していた方 

   ・双葉町内に宅地を所有している方(町外に住民登録をされている方を含む) 

 

  ２ 配布除草剤及び数量 

    ネコソギロングシャワーＶ９ ２Ｌ (液状タイプ、非農薬用) 

    １世帯上限 10本(年度ごと) 

    ※使用場所は町に居住していた又は所有する宅地に限ります。 

    ※在庫がなくなり次第、除草剤が変更される場合があります。 

 

  ３ 配布時期及び場所 

   ・期間：年度内 

   ・時間：午前９時～午後４時 

   ・場所：旧双葉駅舎(ＪＲ双葉駅隣) 

    ※配布は一般社団法人ふたばプロジェクト職員が担当します。 

    ※土・日曜日、祝日も対応します。(年末年始(12/29～1/3)は除きます。) 

 

  ４ 申請受付について 

   ・除草剤配布申請書を住民生活課へ提出してください。 

    ※申請書を提出いただいてから、配布まで 5営業日ほどお時間いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）除草剤の配布について 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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   双葉警察署及び双葉地方広域市町村圏組合消防本部では、町内を 24 時間巡回してい

ます。 

   なお、令和 4 年 8 月 30 日の避難指示解除に伴い、双葉警察署浪江分庁舎の双葉駐在

所が再開しています。 

 

 
 

 

 

   令和 4 年 9 月 1 日から、町内における新聞配達を再開しており

ます。購読を希望される場合には、各新聞販売店に直接電 

話もしくはＦＡＸしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）警察・消防 

  ※ 犯罪等の場合 ※  ⇒  １１０番へ 
 
  ※火災・救急の場合※  ⇒  １１９番へ 

（２）新聞 

【担当窓口】 

  住民生活課 電話 0240-33-0126（受付時間：平日 8:30-17:15） 

【購読申込先】 

 〇 鈴木新聞舗（朝日、読売、福島民友） 

   電話番号 0240—35—2032 ＦＡＸ番号 0240-34-4510 
 
 〇 浪江新聞販売センター（毎日、日経、産経、河北、福島民報） 

   電話番号 0244—32—0323 ＦＡＸ番号 0244-32-0132 
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   買い物は、双葉町内又は近隣町の各店舗をご利用いただけます。 

 

  【イオン浪江店 移動販売運行ルート】(令和 8年 4月 1日時点) 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

10：00 

～ 

10：30 

【双葉町】 

えきにし住宅 

戸別訪問 

【浪江町】 

【双葉町】 

えきにし住宅 

戸別訪問 

 

【浪江町】 

 

【浪江町】 

11：00 

～ 

11：30 

 

【浪江町】 【浪江町】 

 

【浪江町】 

【双葉町】 

えきにし住宅 

戸別訪問 

【双葉町】 

えきにし住宅 

戸別訪問 

12：00 

～ 

12：30 

【双葉町】 

産業交流 

センター 

【浪江町】 

【双葉町】 

産業交流 

センター 

【浪江町】 【浪江町】 

13：00 

～ 

16：00 

 

【浪江町】 【浪江町】 

 

【浪江町】 

 

【浪江町】 

 

【浪江町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）買い物・飲食施設 
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  【町内の買い物・飲食店】(※店舗の都合により変更となる場合があります) 

業 種 店 名 営業時間 定休日 電話番号 

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
内 

食事処 せんだん亭 10:30～15:00 
毎週火曜 

ほか 
0240-23-5051 

食事処 ペンギン 10:00～16:00 

日曜 

第 2・4土曜 

第 1・3・5木曜 

090-7444-9850 

食事処 ふたばのおらほや 

10:00～14:00（土

曜のみ 11:00～

15:00) 

日曜 

第 1・3土曜 
090-2991-6077 

食事処 レストランエフ 11:30～14:30 火・日曜 080-5842-2640 

土産物店 サンプラザふたば 10:00～17:30 火曜 0240-23-5343 

コンビニ ファミリーマート 7:00～20:00 12/30～1/3 0240-25-8026 

 

町

内 

店舗 イオン双葉店 8:00～19:00 無休 0240-23-5222 

店舗 伊藤物産 8:30～17:00 日曜 0240-23-7806 

店舗 浅野撚糸 10:00～18:00 月曜 0240-23-7646 

店舗 ひなた工房 10:00～17:00 日・月曜 0240-33-4884 

飲食店 キーズカフェ 10:00～18:00 月曜 0240-23-7646 

飲食店 食事処 貞 11:00～21:00 月曜 0240-23-6040 

飲食店 PAZ 

朝： 6:00～ 8:30 

昼：11:00～13:30 

夜：17:30～20:00 

 

不定休 090-6329-7914 

飲食店 串と鉄板だるま 11:00～21:00 日・祝日 0240-23-4266 

飲食店 
居酒屋こんどこそ 

双葉店 

10:00～15:00 

17:00～21:00 

日・水曜 
0240-34-2525 

飲食店 CAFE FUTABA 11:30～21:00 月曜 0240-23-7525 

飲食店 FUTAHOME 

11:30～14:00 

14:00～17:00 

17:00～21:00 

 

不定休 - 

Take out 

Cafe 
open roastery Alu 

6:00～13:00 

10:00～18:00 
火・木曜 他 - 
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   双葉町内で利用可能な金融機関は以下のとおりです。 

店 名 住 所 電話番号 

双葉郵便局 大字長塚字鬼木 34 0240-33-2222 

   ※上記のほか産業交流センター内のファミリーマート、イオン双葉店にＡＴＭが設置

されております。 

 

   上記以外では以下に記載する近隣市町村の各金融機関をご参照ください。 

店 名 住 所 電話番号 

東邦銀行 双葉支店 
浪江町大字幾世橋字芋頭 27-1 

（浪江支店内） 
0240-34-2166 

浪江郵便局 浪江町権現堂南深町 41-1 0240-35-2030 

あぶくま信用金庫 双葉支店 富岡町中央 1-33（富岡支店内） 0240-22-3161 

あぶくま信用金庫 浪江支店 浪江町大字権現堂字新町 33 0240-35-2171 

ＪＡ福島さくら 浪江支店・双葉支店 浪江町大字権現堂字下続町 18-3 0240-34-2121 

   ※近隣市町村にＡＴＭが設置されているコンビニエンスストア等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）金融サービス 
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   避難指示解除区域については、郵便物の配達を再開しております。 

   郵便ポストは、役場北側、産業交流センター南側及び双葉郵便局に設置してあります

ので、ご利用ください。 

   なお、町内で郵便物を受け取りたい場合には、最寄りの郵便局の窓口に「転居届」の

提出をお願いいたします。 

   また、「転居届」を提出いただいた場合、「現在の避難先」へ郵便物が配達されなくな

りますので、ご注意ください。 

   さらに、「転居届」を提出いただいた後、ご自宅で郵便物の受け取りができず、郵便

局の窓口で受け取りをすることになった場合、双葉町の住所に更新された身分証明書を

提示する必要がありますのでご注意ください。 

   配達に関するお問い合わせについては、下記の原町郵便局 双葉町担当へご連絡くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）郵便 

【郵便に関するお問い合わせ先】 

  原町郵便局 双葉町担当 

  電話 0570-943-438（受付時間：平日 8:30-17:15） 

【郵便に関するお問い合わせ先】 

  双葉郵便局  

  電話 0240-33-2222（受付時間：平日 8:30-17:15） 
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1. JR常磐線 

令和２年３月より JR 常磐線が全線運転再開しております。 

最新の運賃・時刻表など詳細については JR東日本 HPをご確認ください。 

https://timetables.jreast.co.jp/timetable/list1370.html 

 

 
 

2. 双葉町シャトルバス 

JR 双葉駅前～東日本大震災・原子力災害伝承館 双葉町産業交流センター前間を往復

するシャトルバスが現在運行中です。 

時刻表等の詳細については東北アクセス HPをご確認ください。 

https://touhoku-access.com/route_futaba.php 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）電車・シャトルバス 

【担当窓口】 

  復興推進課 電話 0240-33-0127（受付時間：平日 8:30-17:15） 

http://#
http://#
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 【役場関係】受付時間 平日 8：30～17：15（年末年始を除く） 

課 名 電 話 番 号 

総務課 0240-33-0124 

秘書広報課 0240-33-0125 

住民生活課 0240-33-0126 

復興推進課 0240-33-0127 

農業振興課・農業委員会事務局 0240-33-0128 

建設課 0240-33-0129 

健康福祉課 0240-33-0131 

戸籍税務課 0240-33-0132 

出納室 0240-33-0133 

教育総務課 0246-84-5210 

生涯学習課 0240-33-0206 

議会事務局 0240-33-0309 

いわき支所 0246-84-5200 

郡山支所 024-973-8090 

埼玉支所 0480-53-7780 

つくば連絡所 
029-854-7511 

（月・火・水曜日の 9：00～17：00 のみ） 
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 【各種機関】 

連 絡 先 電 話 番 号 

双葉警察署 0240-22-2121（24時間） 

双葉警察署 浪江分庁舎 0240-34-2141（24時間） 

双葉警察署 双葉駐在所 0240-33-2140 (24時間) 

双葉地方広域市町村圏組合 

消防本部 通信指令係 
0240-25-8561（24時間） 

双葉地方広域市町村圏組合 

浪江消防署 
0240-34-4111（24時間） 

東北電力お客様センター 

0120-066-774（平日 9：00～17：00） 

※停電等の緊急時対応ダイヤル 

0120-175-366（24時間） 

双葉地方水道企業団 総務課営業係 0240-25-5323（平日 8：30～17：15） 

福島県相双保健福祉事務所 

衛生推進課 環境衛生チーム 
0244-26-1363（平日 8：30～17：15） 

福島県ＬＰガス協会 相双支部 0244-22-1141（平日 9：00～17：00） 

双葉地方広域市町村圏組合 0240-22-3333（平日 8：30～17：15） 

デジサポ福島 022-393-9779（平日 9：00～16：00） 

ＮＴＴ東日本 相談・申し込みダイヤル 0120-116-116（9：00～17：00） 

環境省 福島地方環境事務所 

県中・県南支所富岡分室 
0240-23-7780（平日 8：30～17：15） 

一般社団法人ふたばプロジェクト 0240-23-7637（平日 9：00～17：15） 

空き家・空き地バンク 090-1404-3362（平日 9：00～17：15） 

原町郵便局 双葉町担当 0570-943-438（平日 8：30～17：15） 

双葉郵便局 0240-33-2222（平日 8：30～17：15） 

双葉町社会福祉協議会 0246-84-6725（平日 8：30～17：15） 

双葉町地域包括支援センター 

(双葉町社会福祉協議会内) 
0246-84-6729（平日 8：30～17：15） 
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